
（参考１：平成１５年度のフロン類破壊量等の集計結果）          （単位ｋｇ） 

 ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

年度当初の保管量 7,436 52,548 2,629 62,613

引き取った量  

 第１種（業務用冷凍空調機器） 367,151 1,464,625 188,073 2,019,848

 第２種（カーエアコン） 262,507 0 151,201 413,708

 引き取った量の合計 629,658 1,464,625 339,274 2,433,556

破壊した量 626,970 1,466,628 335,364 2,428,962

年度末の保管量 10,123 50,501 6,538 67,162
※ 平成１５年度のフロン類の破壊量及び年度末の保管量を誤って報告していた業者があったので、昨

年度公表した値を修正し、本表のとおりとした。 

※ 小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

 

（参考２：今後の予定） 

今後、第一種フロン類回収業者（業務用冷凍空調機器関係）及び第二種フロン類回収業者

（カーエアコン関係）からの平成１６年度におけるフロン類の回収量等の報告が都道府県知

事等によって集計され、主務大臣（経済産業大臣及び環境大臣）あてにそれぞれ７月末、９

月末までに通知されることとなっており、これらを取りまとめた上で公表していく予定であ

る。 

                                                                       

（参考３：フロン回収破壊法における今回の発表の位置付け） 

フロン回収破壊法が第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）について平成１４年４月から

施行され、機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。第二種特定製品

（カーエアコン）については、平成１４年１０月から施行されてきたが、平成１７年１月１

日に使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」という。）が本格

施行されたことから、この日より前に引取業者に引き渡された使用済自動車に搭載されてい

たカーエアコンについてはフロン回収破壊法に基づき、この日以降に引き渡されたものにつ

いては自動車リサイクル法に基づき、冷媒フロン類の回収が行われている。 

フロン回収破壊法においては、フロン類破壊業者は毎年度、年度終了後４５日以内に、前

年度に破壊した量等を主務大臣に報告しなければならないとされており（法第３４条第３項）、

また、主務大臣は、この報告等に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及

び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている（法第４６条）。 

 今般、上記規定に基づき、破壊量等の平成１６年度分の報告が行われたので、その集計結

果を公表するものである。カーエアコンについては、フロン回収破壊法及び自動車リサイク

ル法に基づいて回収されたフロン類の合計の破壊量等となっている。 

 なお、平成１７年６月現在で、７９の破壊業者が主務大臣により許可を受けて、フロン類

の破壊を行っている。 

 



 

（参考４：フロン回収破壊法関係条文） 

第三十四条第三項  フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年

度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 

第四十六条  主務大臣は、第二十二条第三項の規定による通知又は第三十四条第三項の規定による報告に係る事項

その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況そ

の他のフロン類に関する情報を公表するものとする。 
                                                      


